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は じ め に 

 

  我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制

度を実現し、世界最高レベルの平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。 

 しかしながら、高齢化の進展や医療の高度化等に伴い、医療費は年々増加していま

す。今後も、現状のまま医療費が増え続けると、現役世代の負担が過重なものとなり、

医療保険制度全体の健全な運営が阻害され、制度の維持が困難となるおそれがありま

す。 

 国民皆保険を堅持していくためには、生活の質の維持及び向上を確保しつつ、医療

費が過度に増大しないようにするとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する

体制を整備する必要があります。 

 このため、「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）」に基づ

き、大分県医療費適正化計画（第二期）に引き続き、平成３５(2023)年度までの６年

間を計画期間とする大分県医療費適正化計画（第三期）を策定しました。 

 本計画では、現役世代から県民一人ひとりが健康の保持増進に努めることにより、

後期高齢者になったときの医療費を抑制することで医療費全体の伸びを抑えること

を目指します。 

 そのため、県民の健康保持及び医療の効率的な提供の推進を目的に、特定健康診査・

特定保健指導の実施率、特定保健指導対象者の減少率、喫煙率、後発医薬品の使用割

合について具体的数値目標を設定し、これらを達成するために県が取り組むべき施策

等を盛り込みました。 

 計画の実施にあたっては、生涯健康県おおいた２１（大分県健康増進計画）や大分

県医療計画など、関連する県の他の計画とも調和を図りながら、県民の健康づくりと

良質で効率的な医療の提供を進め、本県における医療費適正化に取り組んでいきま

す。 

 本県の一人当たり医療費は、全国的にみて高い水準にあります。県民の皆様には、

本計画の趣旨をご理解いただくとともに、目標達成に向けたご協力をよろしくお願い

します。 

 終わりに、本計画の策定にあたり、大分県医療費適正化推進協議会の委員の方々を

はじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成３０年３月 

                             大分県知事 広 瀬 勝 貞 
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第１章 計画の策定にあたって               

 
１ 計画策定の趣旨 

    我が国は国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制 

度を実現してきましたが、現在、他国に類を見ないスピードで少子高齢化が進んで 

おり、平成３７(2025)年には、いわゆる「団塊の世代
※1

」が全て７５歳以上（後期

高齢者
※2

）となる超高齢社会を迎えます。 

  こうした中、国民皆保険制度を堅持するためには、県民の生活の質の維持及び向 

上を確保しつつ、今後、医療に要する費用（以下「医療費」という。）が過度に増 

大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の 

確保を図っていく必要があります。     

    本計画は、そのための仕組みづくりとして、高齢者の医療の確保に関する法律第 

９条の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた「医療費適正化に関する施策について 

の基本的な方針（平成２８年厚生労働省告示３８９号）」に即して、本県における 

医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するために定めるものです。 
 

２ 計画の期間※3
 

    平成３０(2018)年度から３５(2023)年度までの６年間とします。 

 

３ 計画の基本理念 

  本計画の基本理念は以下の３つとします。 

   （１）県民の生活の質の維持及び向上を図るものであること 

        医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の県民の健康と   

医療の在り方を展望し、県民の生活の質を確保・向上する形で、良質かつ適切

な医療の効率的な提供を目指すものとします。 

   （２）超高齢社会の到来に対応するものであること 

        今後、人口減少が見込まれるなか、本県における後期高齢者となる７５歳

以上人口は、平成２８年１０月現在の約１８万６千人から平成３７(2025)年

には約２２万２千人になると推計されており、県全体の人口に占める割合は

１６.２％から２０.３％に上昇すると予測されています。これに伴い後期高

齢者に係る医療費は、引き続き上昇傾向が続くと予想されます。このことを

踏まえ、医療費適正化のための取組は、現役世代から健康保持に努めること

により、後期高齢者になったときの医療費を抑制することで医療費全体の伸

びを抑えるものとします。 

 
                                       
*1  団塊の世代 昭和 22 年～24年生まれ。第１次ベビーブーム世代とも呼ばれる。 
*2 後期高齢者 75 歳以上の高齢者をいう。75 歳以上になると複数の疾病を発症しやすくなるとされている。なお、65 歳から

74 歳までの高齢者を前期高齢者という。 
*3 計画の期間 これまでの 5年を 1期とする計画を、医療計画、健康増進計画、介護保険事業支援計画等との調和を図るため、  

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、第 3期計画から 6年を 1期とする計画に変更し、他の計画と終期をあわせた。 
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   （３）目標及び施策の達成状況等の評価を適切に行うものであること 

        目標及び施策の達成状況等について、毎年度、進捗状況を公表することとし   

ます。計画の最終年度である平成３５(2023)年度については、計画の進捗状況      

の調査及び分析結果を公表するとともに、次期計画に反映させることとしま

す。 

 

４ 他計画等との関係 

    本計画は、｢大分県医療計画
※1

｣や｢生涯健康県おおいた２１（大分県健康増進計  

画）｣、｢おおいた高齢者いきいきプラン（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支

援計画）｣、「大分県国民健康保険運営方針」との調和を図っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                       
*1  大分県医療計画 県民への適切な保健医療体制を確保することを目的として策定された計画。「安心で質の高い医療サー

ビスの提供」「地域医療を支える人材の確保と資質の向上」「医療の安全の確保」などについて明記している。 
       また、医療計画の一部として、地域ごとの医療機能の現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの客観的デ    

ータに基づく見通しを踏まえ、地域の医療提供体制のあるべき姿を示した「大分県地域医療構想」が平成 28 年 6 月に策定

された。当該構想は、「病床削減ありき」ではなく平成 37 年(2025)における病床機能区分(高度急性期、急性期、回復期、

慢性期)ごとの病床数の必要量や居宅等における医療の必要量等を客観的データにより見通し、進むべき一定の方向性を示

した指針である。 

 

他計画との関係
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大分県医療計画 * 1

生涯健康県おおいた２１
（大分県健康増進計画）

おおいた高齢者いきいきプラン
（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）

大分県国民健康保険運営方針

調 和
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～ 国民皆保険制度 ～ 

 

我が国の医療保険制度は、原則として全ての国民が何らかの公的医療保 

  険に加入する「国民皆保険」として、昭和３６年に確立しました。 

０歳から７４歳までの人は、自営業の人などが加入する「国民健康保険 

（国保）」か、企業などに勤める人が加入する「健康保険」「全国健康保 

険協会（協会けんぽ）」「共済組合」などに加入し、７５歳になると全て 

の人が「後期高齢者医療保険制度」に加入します。 

今では国民誰もが、保険証１枚で、どの医療機関にもかかれることが当 

然のことだと思われていますが、海外に目を向けると、必ずしもそうでは 

ありません。先進国の中でも民間保険中心の制度もありますし、無保険の 

国民を多く抱える国も存在します。日本の国民皆保険制度は世界に誇れる 

制度であり、今後とも、高齢化と医療の高度化などにより増加が見込まれ 

る医療費が過度に伸びないよう、できる限り抑制し、「誰でも」「どこで 

も」「いつでも」安心して保険医療が受けられる体制を維持していくこと 

が求められています。 
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第２章 医療を取り巻く現状と課題 

 

１ 県民医療費の動向 

（１）大分県の人口・高齢化等の現状 

本県の総人口は、平成２８年１０月現在、約１１６万人となっており、減少傾

向が続いています。そのうち、６５歳以上の高齢者人口は、３５.８万人、３１.

２％と総人口の３割を超えており、全国と比較していち早く高齢化が進んでい

ます。高齢化率は今後も上昇を続け、平成３７(2025)年には３４.１％と、３人

に１人が６５歳以上となる見込みです。 

７５歳以上人口については、１８.６万人と総人口の１６.２％を占めており

平成３７(2025)年には２０％を超える見込みとなっています。 

 
＜人口及び高齢化率等の推移＞ 
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６５歳未満人口 ６５歳～７４歳人口 ７５歳以上人口

６５歳以上割合 大分県 ７５歳以上割合 大分県 ６５歳以上割合 国

７５歳以上割合 国

人口（千人）
割合（％）

1999
(H11)

2002
(H14)

2005
(H17)

2008
(H20)

2011
(H23)

2014
(H26)

2016
(H28)

2020
(H32)

2025
(H37)

2030
(H42)

2035
(H47)

1,226 1,219 1,210 1,202 1,191 1,172 1,160 1,134 1,094 1,050 1,004

６５歳未満 967 940 917 892 874 827 802 762 722 686 651

６５歳以上 259 279 293 310 317 345 358 372 372 364 353

     (再掲) ６５歳～７４歳 151 153 149 149 145 165 172 175 150 132 124

     (再掲)７５歳以上 108 126 144 161 172 180 186 197 222 232 229

大分県 21.1 22.9 24.3 25.8 26.8 29.6 31.2 32.8 34.1 34.6 35.2

国 16.7 18.5 20.1 22.1 23.3 26.0 27.3 29.1 30.3 31.6 33.4

大分県 8.8 10.4 11.9 13.4 14.6 15.4 16.2 17.4 20.3 22.1 22.8

国 6.7 7.9 9.1 10.4 11.5 12.5 13.3 15.1 18.1 19.5 20.0
注　1.平成28年までは実績　国：総務省「人口推計」、大分県：県統計調査課「流動人口（10月1日現在）」
      2.平成32(2020)年以降は推計　「日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所H25.3）」
      3.平成28年度までの総人口は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。

７５歳以上割合

区　　分

総　人　口(千人）

６５歳以上割合
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また、本県の平均寿命は、平成２７年は、男性が８１.０８歳で全国１０位、

女性は８７.３１歳で全国１２位と長寿県のひとつとなっています。健康な状態

で過ごすことのできる期間を示す「健康寿命
※1

」は、平成２８年には、男性が７

１.５４歳で全国３６位、女性が７５.３８歳で全国１２位となっています。 

平均寿命
※2

と健康寿命の差は、男性では９.５４年、女性では１１.９３年とな 

っています。この差をできるだけ短くし、健康で元気に暮らせる期間である健

康寿命の延伸を図ることが重要です。 

 

    ＜平均寿命と健康寿命＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
*1  健康寿命 一般的に健康寿命とは、健康な状態で生存する期間のことをいうが、健康な状態の指標として、様々な概念や

方法が提唱されてる。我が国においても、要介護認定の状況を用いる方法や、国民生活基礎調査などの質問紙により健康

の状況を把握する方法など、いくつかの指標が提案されている。本計画では、国民生活基礎調査の「あなたは現在、健康

上の問題で日常生活に何か影響がありますか」の問いに対し「ない」と回答した人を健康と定義している。 
*2  平均寿命 ０歳の子どもが何年生きられるかを示すもの。厚生労働省が５年ごとに作成する各種生命表で公表。  
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71.54（36位）

75.38（12位）

81.08（10位）

87.31 （12位）

男性

女性
11.93年

9.54年

（歳）

平均寿命と健康寿命の差
（医療や介護が必要な期間）

H27平均寿命
H28健康寿命
（ ）内は全国順位
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（２）県民医療費の推移と将来推計 

平成２７年度の県民医療費
※1

は４,６１９億円であり、高齢化の進展や医療の  

高度化等に伴い、年々増加しています。 

後期高齢者医療費についても、平成２７年度は１,８６９億円と、前年度より

５６億円（＋３.１％）増加しており、今後も増加していく見込みです。 

 

＜県民医療費等の将来推計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
*1  県民医療費 当該年度の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したもの。この費用には、   

医科診療や歯科診療に係る医療費、調剤医療費、入院時食事・生活療養費、訪問看護療養費等が含まれる。 
なお、保険診療の対象とならない評価療養（先進診療（高度医療を含む）等）、選定療養（入院時室料差額分、歯科差額分等）及

び不妊治療における生殖補助医療などに要した費用は含まない。 
また、傷病の治療に限っているため、（１）正常な妊娠・分娩に要する費用、（２）健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種

等に要する費用、（３）固定した身体障がいのために必要とする義眼や義肢等の費用は含んでいない。  
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2030
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後期高齢者医療費（老人医療） 県民医療費 ６５歳以上割合 ７５歳以上割合

【実績値】 【推計値】

割合（％）医療費（億円）

1999
(H11)

2002
(H14)

2005
(H17)

2008
(H20)

2011
(H23)

2014
(H26)

2015
(H27)

2020
(H32)

2025
(H37)

2030
(H42)

2035
(H47)

3,593 3,626 3,822 3,923 4,345 4,477 4,619 5,494 6,201 6,969 7,799

1,592 1,552 1,553 1,512 1,729 1,813 1,869 2,107 2,506 2,773 2,893

44.3 42.8 40.6 38.5 39.8 40.5 40.5 38.4 40.4 39.8 37.1

21.1 22.9 24.3 25.8 26.8 29.6 30.4 32.8 34.1 34.6 35.2

8.8 10.4 11.9 13.4 14.6 15.4 15.7 17.4 20.3 22.1 22.8

(注) 平成11～27年度については厚生労働省発表の国民医療費、H32(2020)年度以降は県中長期シミュレーション
平成11～27年度については老人医療・後期高齢者医療事業状況報告（年報）、H32(2020)以降は、国保医療課推計

後期高齢者医療費
の占める割合

　（ただし、平成20年度のみ、平成20年度後期高齢年報(4月～2月分：1,381億円)と平成20年3月老人医療(131億=概算医療費データベースから)
の合算）

６５歳以上割合

７５歳以上割合

1.県民医療費

2.後期高齢者医療
費（老人医療）

区　　　分

県民医療費

後期高齢者医療費
（老人医療）
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（３）県内の被保険者数及び医療費の状況 

県内の被保険者数を保険者ごとに比較すると、現役世代が多く加入する被用

者保険である全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部が約４２万人（４３.

８％）を占め、次に、７５歳未満の自営業者や退職者などが加入する国民健康保

険が約２９万人（３０.１％）、７５歳以上の方が全て加入する後期高齢者医療

が約１８万人（１８.９％）となっています。※大分県内に本部や支部を置く保険者の被保険者等の数 

     ＜県内の被保険者数（平成２７年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の医療費を保険者ごとに比較すると、後期高齢者医療が約１,８６９億円 

（４８.０％）、次に、国民健康保険が約１,１９２億円（３０.６％）、全国健

康保険協会（協会けんぽ）大分支部が約７５２億円(１９.３％)となっています。 
                                  ※大分県内に本部や支部を置く保険者の被保険者等に係る医療費 

     ＜県内の医療費（平成２７年度）＞ 
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（４）県民医療費の状況  

本県の平成２７年度の県民医療費の一人当たり医療費は、３９６.２千円と全

国で５番目に高くなっており、最も低い埼玉県の１.３６倍です。 

このことは、医科診療医療費の入院医療費が、１７０.７千円と全国で４番目

に高くなっていることが影響していると考えられます。 

＜県民医療費の一人当たり医療費（平成２７年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：平成 27 年度国民医療費の結果）（厚生労働省調べ） 

333.3 順位  122.6 順位  113.9 順位

393.6 6  167.3 6  116.1 26 298.8 44  113.4 35  99.4 46

341.7 24  122.6 29  113.4 29  344.6 23  132.3 24  120.0 18

323.8 32  116.3 34  106.4 40  364.2 18  131.3 25  126.6 8

309.4 37  106.7 39  106.9 38  345.3 22  125.9 27  118.8 19

366.6 15  138.0 19  109.5 35  340.0 26  125.8 28  128.4 6

340.0 25  128.3 26  113.4 30  374.2 14  136.6 20  140.4 1

331.0 30  119.9 31  111.4 34  349.1 20  144.2 14  109.4 36

302.6 42  104.7 40  104.5 41  378.7 12  156.1 11  120.0 17

304.3 41  104.5 41  117.1 24  362.1 19  141.2 17  130.5 5

317.3 35  116.7 33  116.9 25  366.0 16  133.7 23  125.9 9

290.9 47  97.6 46  103.0 43  399.2 4  167.5 5  121.7 13

291.1 46  98.5 45  101.9 45  392.5 7  158.3 9  136.5 2

306.6 40  101.8 43  106.6 39  381.8 10  142.8 16  131.6 4

297.6 45  96.6 47  102.8 44  375.6 13  148.4 12  134.9 3

308.6 38  110.8 38  103.0 42  444.0 1  205.6 1  127.6 7

333.7 28  135.2 22  112.8 31  379.3 11  157.0 10  117.7 22

346.0 21  143.9 15  112.3 32  392.5 8  161.3 8  118.6 20

334.8 27  135.6 21  120.8 15  411.1 2  179.7 3  120.3 16

332.0 29  119.5 32  111.9 33  389.3 9  167.3 7  124.6 10

321.9 33  120.8 30  107.0 37  396.2 5  170.7 4  121.3 14

328.1 31  111.4 37  122.1 12  364.6 17  146.0 13  117.7 23

308.5 39  104.0 42  115.2 28  406.9 3  182.0 2  124.1 11

300.3 43  98.5 44  115.4 27  313.5 36  139.7 18  95.3 47

319.1 34  113.3 36  118.3 21
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全　国

北海道

青森県

岩手県

宮城県

都道府県

一人当たり医療費（千円）

都道府県

一人当たり医療費（千円）

国民医療費
うち医科診療医療費

国民医療費
うち医科診療医療費
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京都府
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島根県
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（５）都道府県別一人当たり医療費の地域差指数 

入院医療費に係る一人当たり医療費について、人口の年齢構成による相違分

を補正し、指数化（全国平均＝１）した地域差指数の３要素（一人当たり件数、

１回当たり日数、１日当たり医療費）でみてみると、大分県の医療費は、後期高

齢者医療で全国９番目、市町村国保で全国３番目に高くなっています。いずれ

も一人当たり件数が、医療費の地域差に大きく影響していることがわかります。 

＜後期高齢者医療一人当たり入院医療費地域差指数（平成２７年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市町村国保一人当たり入院医療費地域差指数（平成２７年度）＞ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典：厚生労働省調べ） 
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（６）県民の受診状況  

県民の医療機関の受診状況をみてみると、外来については、全国平均より低

いものの、入院については、全国より高い状況となっています。年齢別にみてみ

ると、加齢に従い入院受療率が全国平均を上回っています。入院の受診状況に

ついて傷病分類別にみてみると、全国と比較し、精神及び行動の障害、神経系の

疾患、脳血管疾患、心疾患等循環器系疾患、呼吸器系疾患、筋骨格系や骨折の受

療率*1が高くなっています。 

 

   ＜入院・外来別受療率（人口１０万人対）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年齢階級別入院及び外来受療率＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：平成 26 年患者調査 厚生労働省調べ） 

 

                                                                                                                  

*1 受療率  1 日に受療する者の割合（患者調査の日１日に受療した者の総数を推計し、これを推計患者数と呼ぶ。推計患者数   

を人口で割ったものが受療率） 
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＜傷病分類別入院受療率（人口１０万人対）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜傷病分類別外来受療率（人口１０万人対）＞ 

 
（出典：平成 26 年患者調査 厚生労働省調べ） 
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一方、本県の外来に係る医療については、全国と比較した場合に、疾病分類別  

にみた受療率に大きな特徴は見い出せないものの、主な疾患別外来医療費をみ

てみると、高血圧性疾患*1、高脂血症、その他の心疾患、糖尿病、虚血性心疾患

など不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣の継続に起因する生活習

慣病が大半を占めています。 

なかでも、糖尿病は、重症化して人工透析*2 に移行した場合には、個人の生活

の質*3（ＱＯＬ）が著しく低下することに加え、多額の医療費が必要になること

が懸念されます。 

 

＜主な疾患別外来医療費の分析＞ 

 
（出典：厚生労働省調べ） 

                                      
*1 高血圧性疾患 血管の中を流れる血液の圧力が強くなり続けている状態。進行すると血管壁に傷が生じ動脈硬化を促進する。     

高脂血症 血液中の脂肪値（コレステロールや中性脂肪）が高い状態。悪玉と呼ばれる LDL コレステロールは動脈硬化を促

進する。 
   虚血性心疾患 狭心症と心筋梗塞がある。狭心症は、動脈硬化により心臓の血管（冠動脈）が狭くなり、血液の流れが悪く  

なった状態。心筋梗塞は、心臓の血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊われてしまう病気。 
  その他の心疾患 虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）以外の心疾患。不整脈等が含まれる。 

糖尿病 血液中のブドウ糖（糖分）が慢性的に高い状態。自覚症状がなく進行し、合併症として、糖尿病神経障害、糖尿病網

膜症、糖尿病腎症(腎不全による透析）などにつながる。肥満を原因とする２型糖尿病が９割を占め、予防可能な病気。血  糖、

血圧の管理、肥満解消のための健康的な食事、適度な運動及び禁煙が有効。 

*2 人工透析 医療行為のひとつで、腎臓機能を人工的に代替する行為。腎臓機能不全状態に対して外的な手段で血液の老廃物除去、 
電解質維持、水分量維持を行うもの。 

*3 生活の質（QOL） 物理的な豊かさやサービスの量、個々の身辺自立だけでなく、精神面を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含め 
た概念。 
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＜人工透析患者の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保医療課調べ 

人工透析患者の状況を保険者別にみると、平成２８年度末時点では、後期高

齢者医療広域連合が、１,５９５人（平成２５年度比＋９３人、１.０６倍）、国

民健康保険が、１,２９８人(平成２５年度比－２７人、０.９８倍）、市町村共

済、警察共済、健康保険組合が２２人(平成２５年度比－７人、０.７６倍)の計

２,９１５人（平成２５年度比＋５９人､１.０２倍)となっています。 

また、糖尿病による人工透析患者は、後期高齢者医療広域連合が、７７８人

（平成２５年度比＋１３５人、１.２１倍）、国民健康保険が、６８４人(平成２

５年度比＋８人、１.０１倍）、市町村共済、警察共済、健康保険組合が６人（平

成２５年度比－３人、０.６７倍）の計１,４６８人（平成２５年度比＋１４０

人､１.１１倍)となっています。 

人工透析の原因として約半数を糖尿病が占めています。糖尿病の重症化によ

る糖尿病性腎症の予防が重要になります。 
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（７）調剤医療費の状況         

また、改めて県民医療費（概算医療費）の内訳を見てみると、平成２１年度か

ら２７年度にかけて５１５億円伸びている医療費に占める割合は、調剤が４

１％を占め、医科入院の３９％を上回っています。後発医薬品の使用割合が全

国平均を若干上回っているものの、全国順位が３１位に止まるなど後発医薬品

の使用が進まないことが要因の一つと考えられます。 

  

＜県民医療費（概算医療費）の内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：医療費の動向（厚生労働省）） 
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＜県民医療費の伸びに対する割合＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜後発医薬品の使用割合：総量ベース（新指標）※１＞                            

（出典：「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

※１ 総量ベース（新指標） 後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を分母とした後発医薬品の数量シェア  

区　  　分 平成２５年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度末

大　分　県 50.4% 57.5% 62.2% 68.8%

全  　　国 51.2% 58.4% 63.1% 68.6%

全 国 順 位 ３０位 ３１位 ３３位 ３１位
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（８）精神疾患患者の状況          

大分県の精神疾患患者は、入院患者は年々減少傾向にあるものの、平成２８

年度の通院患者は２１年度に比べ１.１５倍に増加しています。 

また、本県の精神病床の平均在院日数は、減少傾向にあるものの、平成２８年

の時点で全国平均より１４５.３日長い４１５.２日となっています。こうした

傾向は、入院患者の高齢化と障がい特性に対する住民の理解、住まいの場の確

保が十分でないことなどが影響していると考えられます。 
 

＜精神疾患患者の入院及び通院の状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜精神病床の平均在院日数の推移＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：「病院報告（厚生労働省）」 
  

（単位：人）

年度 入院者 通院者 合計

21 4,928 27,686 32,614
22 4,937 28,617 33,554
23 4,857 29,879 34,736
24 4,798 29,749 34,547
25 4,741 30,143 34,884
26 4,693 29,471 34,164
27 4,728 31,424 36,152
28 4,679 31,834 36,513

※各年６月末（県内合計）
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＜精神科病院の在院患者数の推移＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜精神科病院在院患者に占める６５歳以上の割合＞ 
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（９）市町村国民健康保険の状況 

平成２７年度の市町村国保の一人当たり医療費は、津久見市、臼杵市、豊後大

野市の順に高く、姫島村、日田市、別府市の順に低くなっています。最高と最低

の市町村差は、１.２４倍となっています。 

 

＜市町村別一人当たり医療費（平成２７年度）＞ 
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（10）後期高齢者医療の状況 

平成２８年度の後期高齢者医療の一人当たり医療費は、竹田市、別府市、杵築

市の順に高く、姫島村、中津市、九重町の順に低くなっています。最高と最低の

市町村差は、１.５３倍となっています。 

 

＜市町村別一人当たり医療費（平成２８年度）＞ 
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２ 生活習慣病等の状況  

（１）生活習慣病等の医療費の状況 

生活習慣病等の医療費は、入院、外来とも全国健康保険協会、国民健康保険、

後期高齢者医療の順に高くなっています。不適切な食生活や不健康な生活習慣

の継続が、高血圧や糖尿病等の発症を招き、加齢とともに、入院や通院につなが

っていくものと考えられます。  

＜生活習慣病等の医療費（入院）（平成２７年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜生活習慣病等の医療費（外来）（平成２７年度）＞ 
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（２）生活習慣病有病率の状況 

大分県（市町村国保及び後期高齢者医療広域連合）の生活習慣病有病率の状

況は、男性５０.８％、女性５７.５％であり、男性では、津久見市、豊後大野市、

臼杵市の順に高く、女性では、津久見市、姫島村、豊後大野市の順に高くなって

います。 

＜生活習慣病有病率（男性）（平成２７年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生活習慣病有病率（女性）（平成２７年度）＞ 
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（３）がんによる死亡の状況 

大分県のがん年齢調整死亡率は年々減少傾向にあり、男女とも全国の死亡率

をわずかに下回っています。 

平成２８年のがんの主な部位別死亡をみると、肺(２０.０％)､大腸(１１.

８％）、胃（１０.３％）、すい臓（９.６％）、肝臓（９.５％）の順となって

おり、この５部位でがんによる死亡の６１.２％を占めています。 

＜がん年齢調整死亡率の推移＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜がん部位別死亡者数＞ 
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（４）介護が必要になった主な原因   

要支援の原因として最も多いのは、廃用症候群*1 で、半数近くを占めていま

す。要支援・要介護状態とならないためには、加齢とともに、心身の活力（例え

ば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの

危険性が高まるフレイル（高齢者の虚弱）*2 対策が必要です。 

そのうち運動器の障がいのために、要介護になる危険性が高い状態を、近年

は「ロコモティブシンドローム*3」と呼んでおり、この対策も重要です。 

要介護の原因としては、廃用症候群が多く、要支援と比べて認知症や脳血管

疾患（脳卒中）の割合が高くなっており、特に、認知症が１/４を占めています。 

＜介護が必要となった主な原因＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
 *1 廃用症候群 過度に安静したり、長時間動かさないでいたりすることで生じる障がい。症状として筋萎縮、関節拘縮、骨萎縮、心機能  

低下、起立性低血圧、血栓塞栓症、誤嚥性肺炎、うつ状態、せん妄、見当識障害などがある。 
 *2 フレイル 海外で使用される「Frailty（フレイルティ）」のこと。「加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低

下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障がいされ、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適

切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とされており、健康な状態と日常生活でサポートが必要な介

護状態の中間を意味する。多くの方は、フレイルを経て要介護状態へ進むと考えられるが、高齢者においては特にフレイル

が発症しやすいことがわかっている。フレイルに早く気付き、正しく介入（治療や予防）することが大切。 
 *3 ロコモティブシンドローム 骨、関節、筋肉など運動器の働きが衰えると、くらしの中の自立度が低下し、介護が必要にな

ったり、寝たきりになる可能性が高くなる。 
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３ 特定健康診査及び特定保健指導等の状況  
 （１）特定健康診査

※1
の実施状況 

県内の特定健康診査の実施率を保険者ごとに比較すると、大分県医療費適正

化計画（第２期）の目標値（７０％）に達していないのは、国民健康保険 （４

１.６％）と全国健康保険協会（５５.９％）となっています。 

＜県内の特定健診実施率（平成２７年度）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

（２）特定保健指導
※2

の実施状況  

県内の特定保健指導の実施率を保険者ごとに比較すると、大分県医療費適正

化計画（第２期）の目標値（４５％）に、既に達しているのは、地方職員共済組

合（４９.２％）のみとなっています。         

＜県内の特定保健指導実施率（平成２７年度）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
※１特定健康診査 医療保険者が、40～74歳の加入者を対象として行う内臓脂肪型肥満に着目した健診。 
※２特定保健指導 特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防が大き    

く期待できる者に対して、生活習慣を見直すサポートを行う。リスクの程度に応じた保健指導（動機付け支援と積極的支援）  
を実施することをいう。 
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＜保険者ごとの特定健診・特定保健指導実施率（平成２７年度）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）メタボリックシンドローム
※1

該当者及び予備群の状況    

県内のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況を保険者ごとに比

較すると、国民健康保険（２８.３％）と警察共済組合（２７.６％）が県平均を

上回っています。  

 ＜県内のメタボリックシンドローム及び予備群該当率（平成２７年度）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
※１ メタボリックシンドローム 内蔵に脂肪が蓄積した肥満（内蔵脂肪型肥満）に起因した血圧、糖代謝、脂肪代謝の異常に     
より、全身の動脈硬化が進行しやすくなっている状態をいう。生活習慣の改善により発症や重症化を予防することができる。 
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（４）定期予防接種の状況 

予防接種法に規定する予防接種のうち、世界保健機関において接種率目標 

（９５％以上）を掲げている麻しん、風しんは、第１期では県全体で９８.４％

となっていますが、第２期では９４.１％とわずかに目標を下回っています。 

＜MR ワクチン(麻しん、風しん混合ワクチン)接種率[第 1 期](平成２８年度)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜MR ワクチン(麻しん、風しん混合ワクチン)接種率[第 2 期](平成２８年度)＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 【第２期】接種率＝5 歳以上 7 歳未満の者で該当期間に接種した者÷平成 28 年度中に 6 歳となった者 10,062 人 
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（５）がん検診の受診状況  

平成２７年度の各種がん検診受診率は、肺がんを除きいずれも全国平均を下

回っており、受診者数は、近年、横ばいの状況が続いています。 

＜市町村別がん検診受診率（平成２７年度）＞ 

 

＜がん検診受診者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胃がん (%) 肺がん (%) 大腸がん (%) 乳がん*1 (%) 子宮頸がん*1 (%)

全 　国 6.3 11.2 13.8 20.0 23.3

大分県 6.1 13.9 9.5 13.7 18.2

大分市 1.4 6.9 1.9 11.4 7.9

別府市 9.3 18.4 17.1 31.6 51.0

中津市 16.3 29.6 26.6 21.9 44.0

日田市 10.8 12.7 13.0 14.0 14.2

佐伯市 8.5 21.6 18.1 16.0 42.1

臼杵市 18.9 37.4 31.9 32.7 54.1

津久見市 10 26.7 19.0 5.8 28.8

竹田市 12.2 20.5 19.1 2.6 20.7

豊後高田市 8.5 19.8 13.7 8.3* 17.4* 

杵築市 9.7 19.4 18.4 21.1 33.1

宇佐市 16 33.7 28.4 24.1 47.0

豊後大野市 8.9 16.1 12.4 6.7 25.0

由布市 6.2 55.7 24.5 1.7 30.4

国東市 10.5 24.3 14.9 12.3 25.2

姫島村 10.2 39.6 34.2 1.9 33.4

日出町 9.9 12.6 12.2 8.6 16.5

九重町 15.3 23.2 20.1 3.7 30.0

玖珠町 37 46.9 47.0 6.9 51.9

*2　単年度集計 （平成２７年度　地域保健・健康増進事業報告）

*1　女性特有のがん（乳がん、子宮頸がん）については、2年間の受診率で集計。
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４ 医療施設等の状況 
（１）医療施設数の推移  

大分県の平成２８年の病院*1数は、１５７施設、うち一般病院は１３２施設で

す。人口１０万人当たりの病院数は、１３.５で全国平均（６.７）を大きく上回

り、全国４位となっています。        

 ＜人口１０万人当たり一般病院数の推移＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                     （出典：医療施設調査 厚生労働省調べ） 

また、平成２８年の一般診療所*2数は、９６４施設、うち有床診療所数は、２

５１施設です。人口１０万人当たりの診療所数は８３.１で全国平均 （８０.０）

をやや上回っています。 

＜人口１０万人当たり診療所数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （出典：医療施設調査 厚生労働省調べ） 
                                      
*１ 病院 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者２０人以上の入院施設を有するもの。 
*２ 一般診療所 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所（歯科医業のみは除く）であって、患者の入院施設を有しな  

いもの又は患者１９人以下の入院施設を有するもの。 
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 （２）病床数の推移  

大分県の平成２８年の一般病床*1 数の許可病床数は１５,２６７床で、平成    

１８年からの１０年間で７.７％減少しています。 

また、療養病床*2は３,２６５床でこの１０年間で１４.４％減少しています。 

一般病床と療養病床を合わせた合計で見ると、この１０年間で、病院で４.

３％減少、一般診療所で２３.１％、全体で８.９％減少しています。 
 
  ＜病床数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
*１ 一般病床 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床。 
*２ 療養病床 病院の病床（精神病床、感染症病床、結核病床を除く）又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養  

を必要とする患者を必要とする患者を入院させるための病床。 
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 （３）将来における必要病床数の推移  

推計の結果、大分県では、全体の人口が減少するものの、高齢者数は今後も

増加を続ける見込みであることから医療需要も増えていく見込みとなっていま

す。 

医療需要について、入院医療と在宅医療等を合わせてみると、平成２５年か

ら平成３７(2025)年にかけて、１日当たり約４,７００人（約１７％）の需要増

となっています。 
＜医療需要の推移＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、大分県の平成３７(2025)年の必要病床数は、入院にかかる医療需要につ

いて、機能区分ごとに設定された病床稼働率で割り戻すことにより、１４,６４

９床と推計されます。 
＜必要病床数の推移＞ 
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～地域医療を支える医療資源の確保～ 

 

県内の病院数は、平成２８年１０月１日現在、１５７施設で大分市（５３施

設）、別府市（２６施設）に全体の半数が集中しています。診療所においても９

６４施設のうち大分市（３８６施設）、別府市(１２４施設)となっており同様の

状態となっています。 

県内の医師数は、平成２８年１２月末現在で，３,１１５人と増加傾向にあり、

人口１０万人当たりでみても２６８.５人と全国平均の２４０.１人を上回って

います。 

しかし、市町村ごとにみてみると大分市、別府市、由布市以外の市町村では

全国平均を下回っており、医師の地域的な偏在が生じています。 

特に、へき地医療拠点病院※1 をはじめ地域医療を支える病院の医師不足が

深刻化しているほか、地域における開業医の高齢化に伴い、後継者不足による

診療所の減少が懸念されています。 

このため、様々な施策により、将来の地域医療を担う医師を養成するほか、

地 域医療を担う医師のキャリア形成支援や医師及び医学生への情報発信・相

談支援を行い、医師の育成・県内定着を進めることが求められています。 

また、歯科医師、薬剤師をはじめ看護職員や栄養士、理学療法士など地域医

療 を支える人材の確保と資質の向上により、県民が、いつでも、どこに住ん

でいても適切な医療サービスを受けられる体制づくりも求められています。 

 

 

※1 へき地医療拠点病院 無医地区及び無医地区に準じる地区を対象として､ 巡回診療、へき地診療所等への医師 

  派遣などの医療活動を継続的に実施できると認められる病院 
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第３章  平成 35(2023)年度末までに達成すべき目標と医療費の見込み 

１ 県民の健康保持の推進に関する目標 

県民の受診状況（１０頁参照）をみると、入院は７５歳頃を境に急激に上昇し、

外来は６５歳頃を境に上昇しています。外来に係る医療費の状況（１２頁参照）を

みると高血圧性疾患や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病に係る医療費が上位を占

めています。 

生活習慣病の発症を予防することができれば、通院患者が減少し、さらには重症

化、合併症の発症及び入院患者が減り、結果として医療費の抑制につながることと 

なります。 

このため、若い頃からの生活習慣病予防対策と併せて、生活習慣病罹患後につい

ては、速やかに医療機関の受診を勧奨するとともに、重症化を予防するための取組

を進めることが重要です。 

また、高齢期には生活習慣病の予防対策と併せて、心身機能の低下に起因した疾

病の予防の重要性も指摘されています。 

これらを踏まえ、生活習慣病等の発症予防及び重症化予防対策の実施にあたり、 

次のとおり目標を設定したうえで、取組を進めていくこととします。 

 

（１）生活習慣病等の発症・重症化予防の推進 

①特定健康診査の推進   【特定健康診査の実施率   ７０％】 

平成３５(2023)年度において、４０歳から７４歳までの対象者の７０％以上

が特定健康診査を受診することを目標とします。 

    ＜平成２７年度実施率＞５２.０%、全国順位１３位(全国実施率:50.1％） 

 

②特定保健指導の推進    【特定保健指導の実施率   ４５％】 

平成３５(2023)年度において、当該年度に特定保健指導が必要と判定された

対象者の４５％以上が特定保健指導を受けることを目標とします。 

    ＜平成２７年度実施率＞２２.９％、全国順位１５位(全国実施率:17.5％) 

 

③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

                【特定保健指導対象者の減少率  ２５％】 

平成３５(2023)年度において、平成２０年度と比較した特定保健指導対象者

の減少率を２５％以上とすることを目標とします。 

    ＜平成２７年度減少率＞１９.８６％、全国順位１１位(全国減少率:16.40％） 
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④たばこ対策の推進 

   【喫煙率  １０.３％】   

がん、循環器疾患等の生活習慣病の発症予防には、予防可能な危険因子の  

一つである喫煙による健康被害を回避することが重要です。このため、未成年

者の喫煙防止を図るとともに、平成３５(2023)年度において、成人の喫煙率を    

１０.３％に低下させることを目標とします。 

       ＜平成２８年度喫煙率＞ １９.６％ 

 

   【受動喫煙
*2
の機会を有する者の割合の低下     ５０.０％】 

喫煙は、喫煙する本人だけでなく、周囲のたばこを吸わない人にも健康被害

を引き起こします。受動喫煙による健康被害の防止を図るため、平成３５(2023)

年度において、受動喫煙の機会を有する者の割合を５０％に低下させることを

目標とします。 

        ＜平成２８年度受動喫煙の機会を有する者の割合＞  ６０.３％ 
 

⑤子どもの頃からの健康づくりの推進 

子どもの健やかな発達を促し、より良い生活習慣を形成することは、成人期・

高齢期等の生涯を通じた健康な生活習慣を継続するための基礎となります。生

活習慣病を予防、又は発症を遅らせることができるよう、子どもの頃からの健

康な生活習慣づくりを推進します。 

 

⑥生活習慣病重症化予防の推進 

生活習慣病は、発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進める

ことに併せ、罹患後には、速やかに医療機関の受診を勧奨するとともに、その重

症化を予防するための取組を進めることが重要です。 

特に糖尿病では、重症化して人工透析に移行した場合、個人の生活の質（ＱＯ

Ｌ）が著しく低下することに加え、多額の医療費が必要になります。 

このため、医療機関等と連携した保健指導による糖尿病腎症の重症化予防な

ど、生活習慣病重症化予防を推進します。 

 

⑦高齢者の特性に応じた疾病予防・重症化予防の推進 

高齢期には生活習慣病の重症化予防に併せて、低栄養、筋量低下等による心

身機能の低下に起因した疾病予防の重要性も指摘されており、こうした高齢期

の特性に応じた栄養・口腔指導などの取組を推進します。 

                                                      
*2 受動喫煙 非喫煙者が、自分の意思に関係なく、他人のたばこの煙を吸わされること。煙には、喫煙者が吸い込む「主流  

煙」と喫煙者がはき出す「呼出煙」とたばこの先端から立ち上げる「副流煙」がある。受動喫煙は、「呼出煙」や「副流煙」
を吸い込むこと。「副流煙」には「主流煙」よりも高い濃度でニコチンや一酸化炭素など様々な有害物質が含まれており、
受動喫煙による健康への影響については、肺がんや循環器系疾患等のリスクが上昇することや非喫煙妊婦でも低出生体重児
の発生率が上昇するという報告もある。 
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⑧定期予防接種
※1

の促進 

伝染のおそれがある疾病の発生・まん延の予防という公衆衛生及び健康保持

の観点から、定期予防接種の適正な実施が重要です。対象者が適切に定期接種*3

を受けることが出来るよう、国、市町村及び県医師会等と連携した普及啓発等

に取り組みます。       
 

⑨がん検診の受診促進 

生活習慣病の一つであるがん（悪性新生物）は、本県の死亡原因の第一位で

す。がんの早期発見・早期治療を促すため、がん検診の受診率の向上を図りま

す。 
 

（２）健康寿命日本一おおいた県民運動の推進 

健康的な生活習慣の実践は、個人の努力だけでは容易ではなく、健康づくり

に取り組みやすい社会環境の整備が大切です。このため、県内の経済団体や保

健医療福祉関係団体等多くの関係者と一体となった「健康寿命日本一おおいた

創造会議」を中心とした県民総ぐるみの健康づくりを推進します。 

また、併せて健康無関心層の健康づくりに向けた意識の喚起にも取り組みま

す。 

 

  

                                                      
*3 定期予防接種 予防接種法第五条一項に定められた予防接種であり、実施主体は市町村、費用は市町村負担。（経済的理由  
がある場合を除き、実費徴収が可能。） 
    Ａ類疾病:主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点。本人に努力義務及び接種勧奨有り。 
         ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎（ポリオ）、麻しん（はしか）、風しん、日本脳炎 、破傷風、結核、Ｈｉｂ  
            感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）、水痘、Ｂ型肝炎 
    Ｂ類疾病:主に個人予防に重点。本人に努力義務及び接種勧奨無し。 
           インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症 
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２ 医療の効率的な提供の推進に関する目標 

今後とも少子高齢化の進展が見込まれる中、患者の視点に立ち、県内のどの地域 

においても、その状態に即した適切な医療を受けることができるようにすることが  

必要です。 

まずは、後発医薬品
※1

の使用促進や在宅患者の残薬の解消、重複投薬等の是正な 

ど医薬品の適正使用を推進します。 

また、医療機関の自主的な取組により、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応 

じて、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能に分化しながら、切れ目のない

医療・介護を提供することにより、限られた医療資源を有効に活用することが医療費

適正化の観点からも重要です。 

このため、医療機関の病床機能の分化及び連携を推進するとともに、患者を地域 

全体で治し、支えるため、医療・介護・住まい・予防・生活支援サービスが身近な地

域で包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築を推進します。       

  

（１）後発医薬品の使用促進 

    【後発医薬品の使用割合（数量ベース）:８０％】 

後発医薬品については、県民や医療関係者から、その有効性や安全性、安定

した供給体制について不安があるなどといった様々な意見があるのが実情で

す。 

そのため、後発医薬品を安心して使用できるよう、県民や医療関係者の理解

促進に向けた取組を進め、平成３２(2020)年９月までに数量シェアを８０％以

上にすることを目標とします。 

 ＜平成２９年３月＞ ６８.８％、全国順位 ３１位（全国：68.6％） 

       

（２）医薬品の適正使用の推進 

在宅患者の医薬品の使用については、処方された薬を大量に飲み残す残薬や

自己判断による服薬中止、多種類の薬を処方される多剤併用、同じ効用の薬を

重複して処方される重複投薬などの問題が指摘されています。 

そのため、県民に対して医薬品の適正使用やお薬手帳の普及啓発に努め、か

かりつけ薬剤師・薬局による重複投薬等の是正などを推進します。 
    

（３）病床機能の分化・連携の推進 

団塊の世代がすべて７５歳以上となる平成３７(2025)年には、医療・介護ニー

ズがますます増加すると見込まれることから、将来の医療提供体制の目指すべ

き方向性を示す指針として、平成２８年６月に地域医療構想を策定しました。 

この地域医療構想では、高度急性期から在宅医療に至るまで、患者の状態に

応じた適切な医療を切れ目なく提供するため、病床機能の分化・連携の推進、在

宅医療の充実、医療従事者等の確保・養成、地域包括ケアシステムの構築などに 

 

                                       
*1 後発医薬品 先発医薬品の特許が切れた後に医薬品メーカーが製造・販売する薬で「ジェネリック薬品」とも呼ばれている。  
先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、先発医薬品と同等の効能・効果が認められた医薬品。先発医薬品に比べて薬  の
値段が４割～５割安くなるため、普及によって一人ひとりの自己負担の軽減や医療費の抑制につながる。 
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り組むこととしています。 

本計画においては、「大分県地域医療構想」の中で上記に関連する箇所の概要  

を、２８頁から３０頁に掲載しています。 

 

（４）在宅医療の推進 

高齢化の進展や慢性疾患中心の疾病構造への変化により、長期にわたる療養

や介護を必要とする高齢者が増加しており、「治す医療」から「治し、地域で支

える医療」への転換が求められています。自宅などでの療養を望んでいる要介

護高齢者や慢性疾患患者ができるだけ住み慣れた地域や家庭において日常生活

を送ることができるよう在宅医療支援体制の充実が求められています。 

さらに、認知症の増加、疾病や障がいを抱えながら自宅や住み慣れた地域で

生活をする小児や若年層の患者が増大しており、在宅医療のニーズは多様化し

ています。 

このため、在宅医療・介護サービスの提供にあたっては、退院・退所から在宅

療養に移行する際の支援、日常の療養支援、病状急変時の対応、看取りのそれぞ

れの病期において、入院医療機関と在宅医療機関、介護関係機関との多職種に

よる連携により、在宅患者のニーズに応じた、切れ目のない継続的な医療・介護

が提供できる体制の構築に努めます。 

 

（５）地域包括ケアシステムの推進 

団塊の世代が全て７５歳以上（後期高齢者）となる平成３７(2025)年を見据

え、中長期的な視点に立ち、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの５つの

サービスを一体的に提供することにより、認知症の方も含め、高齢者が、生きが

いを持って、健康で、安心して暮らせる地域づくり”地域包括ケアシステム”を

推進します。 

また、高齢者が健康で自立した日常生活を営むためには、要介護状態になる

ことをできる限り防ぐとともに、要介護状態になってもその悪化を防止し、改

善されるよう努めます。 

 

（６）障がい者が安心して暮らせる地域生活の推進 

精神疾患で医療機関を受診する患者数は近年大幅に増加しており、県民に広

く関わる疾患となっています。 

精神疾患は、誰でもかかる可能性があり、適切な治療とその継続により、症状

は安定化し、改善が可能な病気ですが、疾患による負担が大きく、生活の質の低

下をもたらすだけでなく、社会経済的な損失も生じています。 

このため精神科デイケア等の入院外医療を充実させ、早期の退院を目指すこ

とにより、入院後１年時点の退院率の向上を目指します。 

また、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者の地域移行を推進する

ため、家族の理解の促進、住まいの場の確保、就労の促進や定着支援などの体制

整備に取り組みます。 
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３ 平成３５(2023)年度の医療費見込み 

（１）医療費の見込みの推計式 

①入院外・歯科医療費等 

平成２６年度を基準年度として自然増を加味した医療費見込み*1 から、下記

取組による適正化効果額*2 を差し引いた額とします。 

・特定健康診査・特定保健指導の実施率の達成（７０%・４５%)による効果     

※特定保健指導による効果 一人当たり６,０００円 

・後発医薬品の普及（使用割合８０%）による効果 

・糖尿病性腎症重症化予防等の取組による効果 

 

②入院医療費 

地域医療構想において設定した、平成３５(2023)年度の２次医療圏単位の病

床機能区分別患者数の見込みに、各一人当たり医療費の推計額を乗じた額に、

精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費を加えた額とします。 

 

                                      
*1 自然増を加味した医療費見込み 将来推計においては、基準年度（平成 26 年度）から推計年度までの一人当たりの医療費の   

伸び率を、過去の都道府県別の医療費を基礎として、総人口の変動、診療報酬改定及び高齢化の影響を考慮して、入院外及び

歯科別の診療種別ごとに算出したものを用いる。 
  なお、病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、推計額に含まれていない。 
*2 適正化効果額 
  (1)特定健診及び特定保健指導の実施率の向上による効果算定 

平成 25 年度の各都道府県における 40歳から 74歳までの特定健康診査の対象者について、特定健康診査の実施率が 70％

であり、かつ、そのうち特定保健指導の対象者が 17％と仮定して、特定保健指導の実施率が 45％という目標を達成した

場合の該当者数から、平成 25 年度の特定保健指導の実施者数を差し引いて、特定保健指導による効果額を用いて、以下

の式により算定する。 
〔(平成 25 年度における特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保健指導の該当者数－平成 25 年度の特定保健指導

の実施者数)＊特定保健指導による効果額（平成 20年度に特定保健指導を受けた者と受けていない者の年間平均医療費の

差を用いる）〕÷平成 25年度の入院外医療費＊平成 35(2023)年度の入院外医療費の推計値 
    (2)後発医薬品の使用促進による効果算定 

平成25年 10月時点で後発品のある先発品を全て後発品に置き換えた場合の効果額及び平成25年 10月の数量シェアを用

いて、以下の式により算定する。 
〔法第 16 条に基づき収集するデータを用いて算出した平成 25 年 10 月時点で後発品のある先発品を全て後発品に置き換

えた場合の効果額÷（１－平成 25年 10 月の数量シェア）＊（0.8-0.7）〕＊12÷平成 25 年度の入院外医療費＊平成 35(2023)

年度の入院外医療費の推計値 
    (3)地域差縮減に向けた取組による効果算定 

地域差縮減に向けた取組としては、糖尿病の重症化予防の取組の推進、かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局の役割の

発揮、病院と診療所の連携の推進による効果を、以下の式により算定する。 
①糖尿病に関する取組の推進 
〔(平成 25 年度の都道府県における 40 歳以上の糖尿病の一人当たり医療費－平成 25 年度の全国平均の一人当たり医療

費)＊平成 35(2023)年度の入院外医療費の推計値〕 
②かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局の役割の発揮、病院と診療所の連携の推進による重複投薬（3医療機関以上か

ら同一の成分の医薬品の投与を受けている場合）の適正化 
（平成 25年 10月時点で 3医療機関以上からの重複投薬に係る調剤費等のうち、2医療機関を超える調剤費等の一人当た

り調剤費等＊平成 25 年 10 月時点で 3医療機関以上から重複投薬を受けている患者数÷2）＊12÷平成 25年度の入院外医

療費＊平成 35(2023)年度の入院外医療費の推計値 
③かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局の役割の発揮、病院と診療所の連携の推進による重複投薬（同一成分の医薬品

を 15種類以上投与されている場合）の適正化 
〔(平成 25 年 10 月時点で 15 種類以上の投薬を受けている 65 歳以上の高齢者の一人当たりの調剤費等－平成 25 年 10 月

時点で14種類の投薬を受ける65歳以上の高齢者の一人当たりの調剤費等)＊平成25年 10月時点で15種類以上の投薬を

受けている 65歳以上の高齢者数÷2〕＊平成 25 年度の入院外医療費＊平成 35(2023)年度の入院外医療費の推計値 
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（２）平成３５(2023)年度の医療費見込み 

高齢化の進展や医療の高度化に伴い、本県の県民医療費は年々増加しており、

計 画の最終年度となる平成３５(2023)年度には５,２５８億円となる見込み

です。特  定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上、後発医薬品の普及な

どによる医療費  適正化効果額は５４.９億円（自然増を加味した医療費見込み

(５,３１３億円)との  差）で医療費の伸び率は、一定の水準で推移すると見込

まれます。 

 

  ＜医療費見込みの推移＞ 
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第４章 目標達成に向けた施策 

    

１ 県民の健康保持の推進 

（１）生活習慣病等の発症・重症化予防の推進 

①保険者による健診等データを活用した保健事業（データヘルス）の推進 

市町村等の医療保険者において、特定健康診査の結果や診療報酬請求明細書

等（以下「レセプト」という。）電子化された健康や医療に関する情報を活用し

て、被保険者の健康課題の分析を行い、ＰＤＣＡサイクル
*1

に沿った効果的か

つ効率的な保健事業（データヘルス）を実施することが求められています。 

このため、県では、市町村等の特定健診等実施計画及びデータヘルス計画（保

健事業の実施計画）に基づく、特定健康診査及び特定保健指導をはじめとする

保健事業の円滑な実施を支援します。 

    

【データヘルス計画に基づく効果的・効率的な市町村国保保健事業の推進】 

ア 特定健康診査・レセプト等データを活用した医療費分析・地域の健康課題

の分析 

平成３０年度から県も市町村とともに保険者となることから、得られる特

定健康診査・レセプト等データを活用し、県全体及び市町村別の医療費及び健

康課題の分析を行い、県民や市町村、医療保険関係者等に情報提供します。 

 

イ 市町村データヘルス計画の評価支援 

市町村が行うデータヘルス計画の評価に関する研修会を開催するととも

に、評価過程へ参画し、技術的助言を行います。 

 

ウ 特定健康診査の実施率の向上 

県民の方々が、県内のどこでも特定健康診査を受診できるよう、受診可能圏

域の拡大や受診可能医療機関の拡充を図るとともに、がん検診等各種検診と

の同時実施など受診者の利便性の向上を図ります。 

 

エ  特定保健指導の実施率の向上 

特定保健指導の受診のきっかけとなるような健診結果の分かりやすい情報

提供方法や効果的な指導方法、好事例の情報提供などを行います。 

 

【保険者協議会との連携】 

市町村や全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部など、県内の主な医療保

険者で構成する大分県保険者協議会と連携し、特定保健指導従事者の技術向上

研修会を開催するとともに、県民に対する広報・啓発を行います 

併せて、各医療保険者との特定健康診査等に関する情報共有や実施の調整、

県全体に係る医療費分析や共通する健康課題の分析等を行います。 
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②たばこ対策の推進 

世界禁煙デー（５／３１）及び禁煙週間（５／３１～６／６）を中心に、禁煙

や受動喫煙防止の普及啓発を図るとともに、学校等と連携し、未成年者への喫

煙防止教育の充実を図ります。 

また、医療関係者、行政機関、保険者等と連携して、医師や薬剤師等の医療従

事者や養護教諭、市町村や企業の保健師等、禁煙支援従事者を養成するととも

に、たばこをやめたい方を対象に「禁煙外来（病院、診療所）」や「禁煙支援が

受けられる薬局」、各保健所の禁煙相談等について情報提供を行います。 

店内を完全分煙や禁煙にする健康応援団
*1
（たばこの環境整備部門）を通じた

受動喫煙防止対策を推進します。 

 

③歯と口の健康づくりの推進 

歯と口の健康は、一生涯自分の歯で食事を楽しむことを可能にするだけでな

く、全身の健康を保持するための重要な要素です。 

このため、平成２５年１２月に施行した「大分県歯と口腔の健康づくり推進

条例」に基づき８０２０運動
*2
の普及啓発、歯科口腔保健の観点からの食育、喫

煙による影響対策その他の生活習慣病予防、幼児期及び学齢期におけるフッ化

物洗口等科学的根拠に基づくむし歯予防対策などを推進します。 

また、糖尿病等全身疾患に大きく関係する歯周病予防に向けて、市町村が行

う歯周病検診の実施を促進するとともに、歯科保健指導の普及啓発に取り組み

ます。 

さらに、要介護者における口腔ケアの充実やがん治療等、周術期(術前、術中、

術後)における口腔ケア等を普及させるため、医療・介護従事者への研修を実施

します。 

 

④子どもの頃からの健康づくりの推進 

本県では、ほぼ全ての学齢期で肥満傾向児出現率が全国平均を上回っている

ことから、食習慣、生活習慣の改善と運動習慣の定着による肥満予防対策を推

進します。 

生涯にわたる健康づくりの基盤を形成していくためには、食習慣、生活習慣、

運動習慣を関連づけた指導が必要となります。なかでも、望ましい食習慣の形

成や食に関する自己管理能力の育成が大事なことから、食育の中心的役割を担

う栄養教諭を活用し、学校教育活動全体を通じた食育の推進を図ります。 

また、子どものむし歯本数については、減少傾向にあるものの、全国平均と大 

 

 

 
*1 健康応援団 県民の生活に関連の深い店舗や事業所等の各種関係団体等と「生涯健康県おおいた２１」の趣旨を共有し、賛     

同して健康づくりに取り組む団体等として県が認定した「生涯健康県おおいた２１推進協力事業所(店)」。 

*2 ８０２０運動 ８０２０（ハチマル ニイマル）運動。県民の歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるため８０  

歳になっても２０本以上の自分の歯を保つことを目指した運動。 
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きな開きがあるとともに、市町村間においても大きな差が生じています。 

そのため、幼児期及び小・中学生期において、歯みがきや食に関する指導に加

え、むし歯予防効果の高いフッ化物洗口の導入を市町村等と連携して推進しま

す。 

 

⑤糖尿病性腎症重症化予防の推進 

糖尿病及びその予備群を日頃から診療するかかりつけ医が、より早い段階か

ら適切な医療及び生活指導を提供し、糖尿病専門医と適宜連携を行えるよう、

地域の糖尿病診療の窓口となる「おおいた糖尿病相談医」を養成します。 

また、糖尿病性腎症重症化予防事業
※1

の円滑な実施に向けて、大分県糖尿病

対策推進会議
※２

等と連携し、指導プログラムの評価・改善やおおいた糖尿病相

談医・糖尿病専門医・腎臓専門医等との連携体制の構築、保健指導の技術的支援

などに取り組みます。 

 

レセプト・健診データ分析・評価

保健指導体制

市町村（国保）

地域糖尿病重症化予防医療ネットワーク

レセプト・健診データ分析・評価

ハイリスク未受診者
糖尿病治療中断者

保健指導 受診勧奨

糖尿病性腎症重症化
予防プログラム

かかりつけ医
（内科・外科・整形外科等）

紹介

逆紹介

眼科専門医 腎臓専門医

循環器専門医

受診

糖尿病専門医

合併症治療

ハイリスク者の早期発見・
指導

重症化予防・
人工透析移行回避

患者のＱＯＬの向上・
県民の健康寿命の延伸

県医師会
「糖尿病対策推進会議」と連携

治療

糖尿病通院患者
（ⅡからⅣ期）

生活指導が必要な者

歯科医師

おおいた糖尿病相談医

糖尿病腎症重症化予防体制イメージ図

 
 

                                       

*1 糖尿病性腎症重症化予防事業 糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・受診中断者に対する適切な受診勧奨・  

保健指導や糖尿病腎症等で通院する患者のうち、重症化するリスクの高い者に対する保健指導により、腎不全や人工透析へ  

の移行防止、遅延を図る事業。 

*2 大分県糖尿病対策推進会議 糖尿病対策を総合的に推進するため、大分県医師会に設置された組織。 
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⑥高齢者の特性に応じた疾病予防・重症化予防の推進 

高齢者の特性に応じた栄養・口腔指導や転倒予防などを推進するため、後期

高齢者が加入する大分県後期高齢者医療広域連合と介護予防等を所管する市町

村が一体となった取組を行うよう、両者の連携促進を図ります。 

 

⑦定期予防接種の促進 

定期予防接種の円滑な実施に向けて、県医師会等関係団体との連絡調整や県

内市町村間の相互乗り入れなど、広域的連携を支援するとともに、子ども予防

接種週間（３／１～３／７）を中心に、県民に対する普及啓発や予防接種の有効

性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力等を行います。 

 

⑧がん検診の受診促進 

県、市町村、検診機関、職域などと共同し、検診を受けやすい環境づくりや効

果的な受診勧奨、広報活動に取り組み受診率向上を図ります。 

また、がん検診を適切な方法で実施できるよう、がん検診の精度管理
※1

向上

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

*1 精度管理 がん検診の「質」を向上させるための取組のことで精度管理指標として「要精検率」、「精検受診率」、「がん 

発見率」「陽性反応的中度」があり、これらの指標を用いて検査の「質」の評価、検討を行うもの。 
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（２）健康寿命日本一おおいた県民運動の推進 

①県民運動の展開 

健康に関する県民意識の醸成を図るため、「健康寿命日本一おおいた創造会

議」を開催し、各構成団体の取組の情報共有、相互連携を図ります。 

また、１０月を「みんなで延ばそう健康寿命推進月間」とし、県民大会や健康

イベントの開催などを通じて、県民総参加の健康づくりを推進します。 

さらに、こうした取組に賛同し応援してくれる「おうえん企業」等多様な主体

と連携して、県民誰もが自然と健康的な生活習慣を実践できる環境を整備しま

す。 

健康寿命を延ばすための鍵は、「減塩」、「野菜摂取」、「運動」です。 

減塩対策を推進することで、高血圧の予防、さらには循環器疾患の予防につ

なげるよう、「減塩マイナス３ｇ」を目指します。 

野菜には、ビタミンやミネラル・食物繊維が多く含まれています。ミネラル

は、生体機能の維持・調整に不可欠で、特に、野菜に含まれるカリウムは、余分

なナトリウム（塩分）を体外に排泄するのを手助けしてくれ、高血圧の予防にも

なることから、「野菜摂取３５０ｇ」を目指します。 

また、加齢による筋力の低下が、様々な運動器の障がい（ロコモティブシンド

ローム）を招く要因となることから、「歩数プラス１５００歩」をそれぞれ一日

の目安とするスローガンを掲げ、取組を強化します。 

今後、後期高齢者が急増する中で、後期高齢者の健康を守り自立を促進する

ためには、現役世代からの肥満対策に重点をおいた生活習慣病対策に併せ、フ

レイル、認知機能低下、筋肉や骨という運動機能低下、さらには低栄養や口腔機

能低下と行った面（オーラルフレイル
*1
）での後期高齢者の特性に応じた対策が

より重要となります。 

 

②無関心層を惹きつけるインセンティブの創出 

健康づくり活動に対してポイントが付与されるスマートフォン用の健康アプ

リ「おおいた歩得（あるとっく）」を運用し、働く世代の健康への関心を高める

とともに、参加者が楽しみながら自然に継続したくなる仕組みを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

*1 オーラルフレイル（oral frail） 歯・口腔機能の虚弱ということ。歯や口内の機能が低下すれば、食事で栄養をとることが困

難になり、栄養不足から骨格筋が弱体（加齢性筋肉減弱症）し、その結果、筋力の低下など生活の機能にも障がいを来たす。高

齢期の滑舌の衰え、食べこぼし、わずかのむせ、噛めない食品が増えるなどのささいな口腔機能の低下を軽視しないことが大切。 
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～ 健康寿命日本一おおいた県民運動 ～  

 

疾病や障がいの有無や程度に関わらず、全ての県民が生涯を通じて心身と

もに健やかで活力あふれる人生を送ることができる「生涯健康県おおいた」

の実現を図るためには、健康寿命を延伸し、生活の質の向上を図ることが重

要です。 

健康寿命を延伸するためには、メタボリックシンドロームの予防及び改善

並びに禁煙による健康被害の防止をはじめとして、県民自らが生活習慣病の

発症予防と重症化予防のための取組を実践するとともに、地域社会全体で県

民の健康を守り、支えるための環境づくりを進めることが必要であり、多様

主体と連携しながら、県民総参加の健康づくり運動を展開することが求めら

れています。 

大分県では、県民の健康寿命を延伸し、健康寿命日本一の大分県を目指す

「健康寿命日本一おおいた県民運動」を推進するため平成２９年３月に「健

康寿命日本一おおいた県民運動推進条例」が施行されました。 
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２ 医療の効率的な提供の推進 

（１）後発医薬品の使用促進 

大分県後発医薬品安心使用促進協議会
*4
において、後発医薬品に関する情報

収集・共有を図り、医療関係者の後発医薬品に対する理解を促進するとともに、

県民が安心して使用することができるよう、後発医薬品に関する正しい知識や

メリットについて普及啓発を行います。 

また、医療保険者における、加入者に対して後発医薬品に切り替えることに

よりどれくらい窓口負担が軽減されるのかをお知らせする「後発医薬品差額通

知」や、後発医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするための「後発医薬品

希望シール」の配布等の促進を図ります。 

 

（２）医薬品の適正使用の推進 

医薬品の適正使用の重要性やかかりつけ薬剤師・薬局が果たす役割について、

県民に対する普及啓発を行います。 

大分県薬剤師会と協力し、かかりつけ薬剤師・薬局、健康サポート薬局*5が実

施するお薬手帳や残薬バッグの活用、在宅訪問指導等による多剤併用・重複投

薬の是正、適正な薬物治療の実施に向けた取組を支援します。 

また、身近に相談できる薬局のない地域においては、高齢者サロン等で薬に

関する相談会を実施するなど、医薬品の適正使用を推進します。 

 

（３）病床機能の分化・連携の推進 

県は、各医療圏ごとに、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に

ついて協議を行う場としての地域医療構想調整会議を設け、関係者との連携に

より、地域医療構想の実現を図るとともに、医療機関の自主的な取組を推進す

るための支援等を行います。 

地域医療構想調整会議では、将来の必要病床数の確保のための方策等、地域

医療構想の実現に向けて必要な協議を行います。具体的には、会議において、各

医療機関の自主的な取組の進捗状況等を把握・共有し、医療圏単位での必要な

調整等を行います。 

各医療機関は、現状で自らが担っている医療機能や、地域全体の病床機能の

分化・連携の方向性等を踏まえた自らの位置付け等を勘案し、自らが将来目指

していく医療機能について検討・選択を行い、必要な体制の構築等に向けて自

主的な取組を行います。 

地域医療構想の実現に向けては、医療を受ける当事者である患者・住民の理

解が不可欠であり、日頃から自らの状態に応じた医療機関を選択する等の意識

を持って適切な受療行動を取ることが重要であることから、行政や医療機関、

保険者や関係者が協働して、患者・住民への啓発に取り組みます。 

 

                                                      
*4 大分県後発医薬品安心使用促進協議会 患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用できるよう、安心使用促進に係る   
環境整備等に関する検討を行うために設置された関係団体及び受療者代表者で構成する組織。 
*5   健康サポート薬局 地域包括ケアシステムの中で、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援していく薬局。 
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（４）在宅医療の推進 
①提供体制の確立 

在宅医療の体制を構築する在宅医療圏は、(ア)患者の住み慣れた地域のかか
りつけ医、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院などが提供主体となること、 
(イ)患者を支援する受け皿としての地域包括支援センターと密接な関連を有す
ること、(ウ)市町村主体による在宅医療・介護連携推進事業（地域支援事業）の
取組により、地域における在宅医療・介護連携体制の整備が進められているこ
とから市町村単位の１８医療圏とし、多様化する在宅医療のニーズの対応に努
めます。 

しかしながら、現在、在宅療養支援診療所（病院）や訪問看護ステーションな
ど、在宅医療に必要な医療資源が十分でない地域もあることから、引き続き、郡
市医師会等と連携し、医療と介護の提供体制の整備に向けた取組を行います。 

併せて、市町村の在宅医療・介護連携等の相談窓口設置に係る取組を支援し
ます。 

 
②幅広い人材の確保・育成 

医療と介護の連携に係る幅広い人材の確保・育成を図るため、医師、歯科医
師、薬剤師、看護職、リハビリテーション関係職種や医療ソーシャルワーカー、
栄養士等による多職種研修等を実施します。 

 
③かかりつけ医の普及・定着 

がん、脳卒中、心血管疾患などの医療連携体制を構築する中で、在宅医療支援
の中心的な役割を担うかかりつけ医の普及・定着を促進するとともに、かかり
つけ医と急性期や回復期、維持期の医療機関との連携を強化し、在宅医療支援
体制の充実を図ります。 

 
④基盤の充実 

回復期病床の整備や訪問看護ステーションの新設・サテライト化などを進め、
在宅医療を支える基盤の充実に努めます。 

 
⑤退院支援、日常の療養支援等 

在宅患者が住み慣れた地域で最期まで安心した生活を継続できるような体制
の実現には、患者や家族、地域での考え方も重要です。このため、退院支援、日
常の療養支援、急変時の対応、看取りなどについて、県民の理解促進のための普
及啓発に努めます。 

 
⑥「入退院時情報共有ルール」の策定 

入退院時において医療機関の退院支援担当者とケアマネジャー間で情報を共
有し、入院時から在宅生活を視野に入れた支援を行うことで、退院後の状態安
定と介護予防を効果的に進めるため、「入退院時情報共有ルール」を平成 28 年
度までに全保健所（医療圏）で策定しました。引き続きルールの運用、定着に努
めます。 

 
⑦医療・介護関係者の連携促進 

市町村が主体となって進める地域包括ケアシステムの構築を加速するため、
かかりつけ医が助言等を行う地域ケア会議の開催や多職種間の理解促進に向け
た情報共有等の支援、医療・介護関係者の連携促進などの取組を行います。 

 
⑧訪問看護体制の強化 

訪問看護推進協議会を設置し、訪問看護の実態等に関する調査、訪問看護師 
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の養成、退院調整に関わる看護師や社会福祉士の研修を実施する等、訪問看護
体制の強化を図ります。 

また、需要増加が見込まれる在宅医療分野での看護師を確保するため、プラ
チナナース（退職後の看護師）の再就業を促進します。 

 

⑨口腔ケア等に係る人材育成 

口腔ケアや摂食・嚥下障害対策の充実を図るため、歯科医師、歯科衛生士等の

研修を実施するなど、人材育成に努めます。 

 

⑩「かかりつけ薬剤師・薬局」の育成 

在宅医療を推進するため、訪問薬剤指導を行うなど患者等に信頼される「か

かりつけ薬剤師・薬局」の育成に努めるとともに、チーム医療に参画する高度な

知識・技能を有するがん専門薬剤師を養成するなど、薬剤師の業務の多様化・高

度化に対応するため、多様な研修を実施し、薬剤師の資質向上を図ります。 

また、医療機関・薬局及び在宅における麻薬の管理が適正に行われるよう、監

視・取締り及び指導を強化します。 

 

⑪薬剤師の資質向上 

県薬剤師会と協力し薬剤師による在宅等での薬物治療を支援する在宅訪問業

務を推進するため、在宅医療専門研修会を実施し、薬剤師の資質向上を図りま

す。 

また、患者や介護職員等へ、薬に関する基本的な使い方など、適正な薬物療法

について説明し、薬や健康食品等の相談を受け付けるお薬健康相談会を、身近

に薬局がない地域を中心に実施します。 

これらの事業を通して、薬剤師や地域包括ケアに係わる他の職種と顔の見え

る関係を構築し、在宅医療の推進に寄与することに努めます。 

 

⑫地域における多職種連携の促進等 

保健所の持つ広域調整機能を活用し、地域における多職種間の連携促進並び

に在宅療養支援のマネジメント機能強化に向けた支援を行います。 

また、保健所には保健・医療の専門職を配置していることから、その機能を生

かし、各在宅医療圏の保健・医療分野に関する研修等を行います。 

 

（５）地域包括ケアシステムの推進 

地域包括ケアシステムを構築するため市町村や関係機関とも連携し、移動支

援など高齢者の生活支援ニーズに応えるための多様な主体によるサービス提供

体制の充実や、高齢者が安心・安全に暮らせる良質な住まいの確保、要介護高齢

者等を在宅で支えるための医療・介護の連携を推進します。加えて、地域の高齢

者が、体操教室などの介護予防活動に主体的に運営・参加できるよう、職能団体
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等と連携して、介護予防に取り組む活動組織の育成・支援を行うほか、リハビリ

テーション専門職等を活かした、運動機能向上や栄養改善、口腔機能向上等の

高齢者の介護予防に資する取組を積極的に推進します。 

また、地域ケア会議の充実と事業所や県民の理解促進などによる自立支援型

ケアマネジメントを推進するため、地域包括支援センターの機能強化を図ると

ともに、学生達に対する職場体験や就職説明会の開催など、大分大学等関係機

関と連携した介護人材の確保・育成のほか、介護福祉機器、介護ロボット等のＩ

ＣＴを活用した業務の効率化などによる介護職の負担軽減や雇用環境の改善を

図ります。外国人介護人材の受け入れについては、県内の介護保険施設等にお

ける技能実習生の受け入れ状況等を踏まえ、職場定着に関する研修など、対応

を検討していきます。加えて、高齢者自身が、要介護者が必要とする生活支援の

担い手となるなど、社会参加を促進することにより、介護予防につなげていく

ための取組を進めます。 

併せて、高齢者等が安心して住み慣れた自宅や地域で暮らしていけるよう、

要介護高齢者等を支える介護サービスの基盤整備、小規模多機能型居宅介護と

訪問看護の一体的提供（看護小規模多機能型居宅介護）など医療を必要とする

要介護高齢者等へのサービス提供体制の充実、自立支援型サービスを実践する

介護サービス事業所の育成など、介護サービスの充実を図ります。 

こうした取組のほか、認知症施策を推進するため、県民が認知症について正

しく理解するための普及啓発や地域で見守り支援する体制づくり、認知症を早

期に発見し状況に応じた適切なケアが行える医療提供体制を整備するととも

に、認知症サポーターの養成と見守り支援ネットワークの構築、医療・介護従事

者向けの研修の実施や大分オレンジドクターの養成による医療・介護の連携体

制の強化を図ります。  

＜地域包括ケアシステムイメージ図＞ 
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（６）障がい者が安心して暮らせる地域生活の推進 

精神科病院スタッフ（医師、看護師、精神保健福祉士等）や地域で支援を行う

市町村、相談支援事業所、地域包括支援センターなどに対し、地域移行支援や地

域定着支援に向けた理解を深める研修等を実施し、支援の質の向上を図ります。 

県内６圏域にある精神障がい者地域移行支援協議会等を活用し、県、市町村、

精神科病院、相談支援事業所などの関係機関が連携して、地域生活への移行に

向けた支援及び地域生活が定着するための支援を推進します。 

また、障がい者の地域における多様な暮らしを支援するため、「障がいのある

人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」に基づき、障がい特性に対

する県民の理解促進に努め、市町村や大分県居住支援協議会など関係機関と連

携しながら、共同生活援助（グループホーム）をはじめ、公営住宅、民間アパー

トなどの住まいの場の確保を図ります。 

 

３ その他の取組 

（１）広報活動の充実 

医療費に対する意識を高めることにより、医療費の伸びの適正化を推進する

ため、医療費の実態やその動向分析結果等について県民への周知を図ります。 

 

（２）保険者による医療費適正化の取組支援 

①広報活動 

市町村や後期高齢者医療広域連合に対し、広報に係る助言等を行います。 

 

②医療費通知の実施による意識啓発等の充実 

医療機関等に受診した際の医療費の総額や自己負担額等を通知することは、

県民の医療費に対する意識を高めるとともに、診療報酬請求の適正化、医療保

険制度の健全な運営につながります。 

そのため、適切な通知の実施について医療保険者に対し助言等を行います。 

 

③重複・頻回受診者に対する訪問指導等の推進 

一つの症状で複数の医療機関や頻回に受診している方に対する効果的な訪問

指導等について、市町村や後期高齢者医療広域連合に対し助言等を行います。 

 

④レセプト点検の充実強化  

レセプト点検員等による効率的・効果的な点検及び重点的点検調査が実施で

きるよう、市町村や後期高齢者医療広域連合に対し、研修や助言等を行い、保険

者機能の充実強化を図ります。 

併せて、診療報酬適正化協議会等を通じ、九州厚生局大分事務所、大分県国民

健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金大分支部とも連携し、診療報

酬請求の適正化に取り組みます。 
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（３）保険医療機関及び保険医に対する指導、監査の実施 

九州厚生局大分事務所と共同で実施する、新規指定の保険医療機関を対象と

した新規集団指導、診療報酬改定時に全保険医療機関を対象とした改定時集団

指導等を通じて、保険医療機関及び保険医に対し、診療報酬の請求等に関する

事項について周知徹底することにより、保険診療の質的向上及び適正化を図り

ます。 

 

４ 保険者等（保険者協議会）・医療機関等との連携・協力 

（１）保険者等（保険者協議会）との連携 

健康保持の推進に関する目標及び医療の効率的な提供の推進に関する目標の

達成に向けた施策を円滑に進めていくためには、保険者等の行う医療費適正化

の取組との連携を図ることが重要です。 

そのため、医療費適正化計画の策定に当たって、保険者等に策定過程への参

画や意見を求めるとともに、保険者協議会を通じて、施策の推進に対する協力

を求めるなど、保険者等との連携を図ります。 

また、「従業員の健康支援が経営面においても大きな成果が期待できる」とい

う方針を掲げ、事業所ぐるみの健康づくりを実践する健康経営事業所の登録、

認定について、全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部と連携して取り組むこ

とにより、働く世代の健康づくりの充実強化を図ります。 

さらに、保険者協議会を通じて、特定健康診査等保健事業の情報共有や医療

費分析、共通の健康課題の分析、データヘルスの推進等県民の健康づくりに向

けた支援などに取り組みます。 

 

（２）医療機関等との連携 

医療の効率的な提供の推進に関する目標達成に向けた施策の推進について

は、医療機関及び介護サービス事業者等との連携・協力が重要です。 

そのため、大分県医療費適正化推進協議会（５４頁参照）の会議の場や様々な

機会を活用して情報交換を行い、医療機関や介護サービス事業者、各種団体等

の要望や意見を踏まえた施策の推進に努めます。 

 

（３）市町村との連携 

市町村は、国民健康保険の保険者として、特定健康診査や特定保健指導を実

施するだけでなく、住民に直接保健サービスを提供し、住民の健康づくりを推

進する役割を担うとともに、介護保険の保険者として、介護サービスの基盤の

充実等の役割を担っています。 

県では、市町村が行う保健事業の円滑な実施を支援し、健康づくりの推進の

ために積極的な情報提供を行うとともに、介護サービスの受け皿づくりをとも

に推進するなど、市町村との連携を図りながら各種施策を推進していきます。 
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第５章 計画の進行管理等 

 

１ 進行管理 

医療費適正化計画の実効性を高めるため、計画作成（Plan）、実施（Do）、点

検・評価（Check）及び見直し・改善（Action）の一連の循環により進行管理を

行っていきます。 

 

（１）毎年度の進捗状況の公表 

毎年度、計画の進捗状況について、県のホームページ等で公表するとともに、

計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる場合には、その要因を分析し、必

要に応じて、目標を達成するために取り組むべき施策等の内容について見直し

を行ったうえで、必要な対策を講じるよう努めます。 

 

（２）暫定評価及び次期計画への反映 

計画期間の最終年度である平成３５(2023)年度に、計画の進捗状況に関する

調査及び分析を行い、その結果を県のホームページ等で公表します。 

併せて、分析結果に基づいて、必要な対策を講じるよう努めるとともに、次期

計画に反映させることとします。 

 

（３）実績評価 

計画の最終年度の翌年度である平成３６(2024)年度に、目標の達成状況を中

心とした実績評価を行い、その結果を県のホームページ等で公表します。 

 

２ 計画の周知 

計画の推進には、県民一人ひとりが計画の内容を理解し、医療費適正化に向け

て取り組むことが重要です。 

そのため、医療費適正化計画を策定後、県のホームページ等で公表するととも

に、市町村、関係団体等を通じて広く周知を図ります。 

 

３ 計画の推進体制 

本計画に掲げる医療費適正化の取組については、国や県、保険者等がそれぞれ

の役割のもと、互いに連携しながら推進していくことが重要です。 

 

（１）国の取組 

医療費適正化の取組に当たっては、医療保険と介護保険の制度全般を所管す

る国がその役割と責任を果たすことが前提であり、国には、都道府県及び保険

者等による医療費適正化の取組が円滑かつ効率的に実施されるよう必要な支援

を行うとともに、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な推進を図る施策

を推進していく役割があります。 
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（２）県の取組 

県は、計画の推進に関し、目標達成に向けて主体的な取組を行うほか、平成３

０年度からは、市町村とともに国民健康保険の保険者となることから、保険者

機能を発揮することが求められます。 

平成３０年度から本格導入される保険者努力支援制度*1 に係る交付金は、市

町村が行う特定健康診査・特定保健指導や、糖尿病の重症化予防、後発医薬品の

使用促進等の取組により評価・算定されることから、市町村国保の医療費適正

化の取組が進むようさらなる支援に取り組みます。 

また、計画の策定及び推進等を目的とし、学識経験者、医療・保健サービス関

係者、福祉サービス関係者、受診者代表、行政関係者・保険者代表からなる医療

費適正化推進協議会を設置しており、この協議会で様々なご意見をいただきな

がら取組を進めていきます。 

併せて、県民の健康増進や医療費適正化の推進については、これまで保険者

協議会において、市町村などの保険者、関係者等が連携し、県も参画のうえ、取

組を進めてきたところですが、今後は、県が保険者協議会で中核的な役割を担

い、これらの取組を進めていきます。 

 

（３）保険者の取組 

市町村などの保険者は、加入者の資格管理や保険料、保険税の徴収等、医療保

険を運営する主体としての役割に加え、保健事業等を通じた加入者の健康管理

や医療の質及び効率性向上のための医療提供体制側への働きかけを行う等、保

険者機能の強化を図ることが重要です。 

具体的には、保健事業の実施主体として、特定健康診査や特定保健指導の実

施など加入者の健康の保持増進のために必要な事業を積極的に推進していく役

割を担い、データヘルス計画（第２期）に基づく事業や医療関係者等と連携した

生活習慣病の重症化予防や健康相談、医療費通知、健康教育・普及啓発など、各

保険者等の実情に応じて推進していく役割を担います。 

また、後発医薬品の使用促進のため自己負担差額通知を行うほか、加入者の

健康づくりに対する意識を広く普及する健康マイレージ等の整備、適正受診・

適正服薬を促す取組などが求められます。 

 

（４）医療の担い手の取組 

医療の担い手（医師、歯科医師、薬剤師、看護師等）は、医療の提供に際して、

質が高く効率的な医療を提供することが求められます。 

保険者等が実施する特定健康診査の未受診者対策や生活習慣病の重症化予防

等の保健事業を実施する際に連携して取り組むほか、病床機能の分化及び連携

を進めるにあたっては、医療機関相互の協議により、地域の実情に応じた自主 

___________________________________________________________________________ 

*1 保険者努力支援制度 医療費適正化への取組など保険者機能を強化する観点から、適正かつ客観的な指標（特定健康診査実   

施率、後発医薬品使用割合、収納率等）に基づき、保険者としての努力を行う都道府県や市町村に対し交付金を交付することで、

国民健康保険の財政基盤を強化する制度。 
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的な取組を進めていくことが求められます。 

また、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応、調剤に必要な体制

の整備に努めること及び医薬品の処方医とかかりつけ薬剤師・薬局等との連携

のもと、一元的・継続的な薬学的管理を通じた重複投薬等の是正等の取組を行

うことも求められます。 

 

（５）県民の取組 

県民は、自らの加齢に伴って生じる心身の変化等を自覚して常に健康の保持

増進に努めることが必要です。 

このため、特定健康診査の結果等の健康情報の把握に努めるとともに、保険

者等の支援も受けながら積極的に健康づくりに取り組むことや、医療機関等の

機能に応じて医療を適切に受けるよう努めることが求められます。 
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大分県医療費適正化推進協議会設置要綱 
 

（設置目的） 
第１条 高齢者の医療の確保に関する法律第９条に規定する都道府県医療費適正化計画（以

下「計画」という。）の策定及び推進に関し研究協議するため、大分県医療費適正化推進協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
（任務） 
第２条   協議会は、次に掲げる事項について研究協議する。 
  （１）計画の策定及び推進に関すること 
  （２）その他計画の策定及び推進に関して必要な事項 
 
（組織） 
第３条 協議会は、委員２０人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 
 （１）学識経験者 
 （２）医療・保健サービス関係者 
 （３）福祉サービス関係者 
 （４）受診者代表 
 （５）行政関係者・保険者代表 
３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任委員 

の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 協議会に会長及び副会長を置く。 
５ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 
 
（会長及び副会長の職務） 
第４条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行す

る。 
 
（意見の聴取） 
第５条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴くことがで

きる。 
 
（庶務） 
第６条 協議会の庶務は、福祉保健部国保医療課が処理する。 
 
（補則） 
第７条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め 

る。 
 
  附 則 
 この要綱は、平成１９年６月７日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 
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